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お知らせ４月

肝
臓
機
能
障
害
に
よ
る

身
体
障
害
者
手
帳
を
交
付
し

ま
す

　

４
月
１
日
か
ら
肝
臓
機
能
障
害

に
よ
る
身
体
障
害
者
手
帳
が
交
付

さ
れ
ま
す
。

■
対
象　

　

認
定
基
準
に
該
当
す
る
肝
臓
機

能
障
害
の
あ
る
人
、
肝
臓
移
植
を

受
け
抗
免
疫
療
法
を
実
施
し
て
い

る
人
で
社
会
・
日
常
生
活
が
著
し

く
制
限
さ
れ
る
人

■
認
定
基
準

　

主
と
し
て
肝
臓
機
能
障
害
の
重

症
度
分
類
（
Ｃ
ｈ
ｉ
ｌ
ｄ
‐
Ｐ
ｕ

ｇ
ｈ
分
類
）
の
判
定
で
、
３
か
月

以
上
グ
レ
ー
ド
Ｃ
に
該
当
す
る
こ

と
（
※
診
断
前
6
か
月
間
に
ア
ル

コ
ー
ル
を
摂
取
し
て
い
る
人
は
対

象
に
な
り
ま
せ
ん
。）

■
申
請
に
必
要
な
物　

　

手
帳
交
付
申
請
書
、
指
定
医
師

が
記
載
し
た
所
定
の
診
断
書
、
写

真
（
縦
４
㎝ 

×
横
３
㎝ 

）
２
枚
、

印
か
ん

■
問
い
合
わ
せ　

福
祉
課

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
５

障
害
の
あ
る
方
に
対
す
る

自
動
車
税
等
の
減
免
制
度
が

変
わ
り
ま
す

　

４
月
１
日
か
ら
、
身
体
な
ど
に

障
害
の
あ
る
方
に
対
す
る
自
動
車

取
得
税
・
自
動
車
税
の
減
免
制
度

の
一
部
を
改
正
し
て
い
ま
す
。

　

主
な
変
更
は
次
の
と
お
り
で

す
。

○
減
免
額
に
上
限
を
設
定

・
自
動
車
取
得
税

　

課
税
標
準
額
３
０
０
万
円

・
自
動
車
税

　

年
税
額　

４
万
５
千
円

○
自
動
車
税
の
月
割
減
免
制
度
を

創
設

　

新
た
に
減
免
の
要
件
を
満
た
し

た
場
合
、
申
請
の
翌
月
か
ら
月
割

で
減
免
し
ま
す
。

○
減
免
の
対
象
と
な
る
自
動
車
を

拡
充

　

生
計
を
同
一
に
す
る
方
が
所
有

す
る
自
動
車
も
、
減
免
対
象
と
な

り
ま
す
。（
障
害
者
の
方
１
人
に
つ

き
１
台
）

※
拡
充
に
つ
い
て
は
軽
自
動
車
も

対
象
で
す
。
詳
し
く
は
町
税
務
課

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
１
０
０
８

○
新
た
に
申
請
手
続
を
す
る
際
に

必
要
な
書
類
を
変
更

　

従
来
、
町
の
発
行
し
て
い
た
生

計
同
一
証
明
等
に
代
え
、
必
要
な

書
類
を
直
接
県
税
事
務
所
に
提
出

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。

※
詳
し
く
は
県
税
事
務
所
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ　

　

柳
井
県
税
事
務
所

☎
０
８
２
０
（
２
３
）
２
１
２
１

お
知
ら
せ

特　設　人　権　相　談　所
　◆日　　時　５月 10日㈪　午前９時 30分～正午
　◆場　　所　大島庁舎
　◆相談内容　法律、人権、土地、家屋、金銭貸借、
　　　　　　　離婚などあらゆる生活上の心配事

　◆相 談 員 　 人権擁護委員
　◆問い合わせ　福祉課　

　　☎０８２０（７７）５５０５

○地域づくり活動支援事業を募集します
　
　町では、平成 22年度に地域づくりを目的とした
事業を行う団体に対し、予算の範囲内で活動を支援
するための補助金を交付する事業を実施します。募
集要項や様式は、町ホームページまたは各総合支所
窓口で入手できますので、ご応募ください。

■対象団体
　周防大島町を主たる活動範囲とし、３名以上で構
成され、政治・宗教・営利のみまたは団体の運営経
費・備品等の取得を目的としない団体。
■対象事業
　①新たな個性や特性を育むネットワークやシステ
ムを形成する事業、②地域の個性や特性に磨きをか
ける人材育成事業、魅力発揮事業、③住民参画によ
る地域づくりの機運を育むイベント、ワークショッ
プ等の開催事業の内いずれかの事業。
■補助金額
　１団体への支援は、事業費の９割以内とし、上限
を 50 万円とします。なお、平成 23 年２月末まで
に事業が完了するようにしてください。
■募集期限
　４月 28日㈬

■問い合わせ　政策企画課
☎０８２０（７４）１００７

お
大
師
堂
め
ぐ
り
歩
け
歩
け

大
会

■
日
時　

４
月
29
日
㈭

　

午
前
10
時
〜
午
後
４
時

■
ス
タ
ー
ト
会
場

　

ス
パ
ー
ク
大
島

　
（
役
場
大
島
庁
舎
前
）

■
内
容

　

大
島
八
十
八
か
所
霊
場
の

内
、
屋
代
平
野
に
点
在
し
て
い

る
十
八
か
所
を
ご
家
族
の
方
な

ど
と
一
緒
に
お
大
師
堂
め
ぐ
り

を
お
楽
し
み
い
た
だ
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ　

　

㈳
周
防
大
島
観
光
協
会

☎
０
８
２
０
（
７
２
）
２
１
３
４


